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１ 調査概要 

（１）調査の目的 

ケアラー支援に関する民間支援団体等（以下「団体」という。）が行う相談・助言、ピ

アサポート、日常生活支援等の活動、団体の運営や支援の実施においての課題等を把握

し、団体に対する支援を検討するとともに、ケアラー支援に関する施策を総合的に推進

するための基礎資料とすることを目的とする。 

 

（２）調査対象 

  ケアラー支援活動を行っている県内の民間支援団体 

  本調査における民間支援団体とは、以下の活動を非営利（※１）で行っている団体であ

り、法人格の有無は問わない。 

    【団体の主な活動内容】 

      （１）ケアラーに対する相談窓口の開設、日常生活支援等の活動 

      （２）ケアラー同士が語り合う場の開催 

      （３）上記（１）、（２）の活動を行っている団体の紹介、団体同士の情報交換

の場の設置  など 

 

     ※１ 活動によって利益が出た場合は、構成員に分配せず、活動目的を達成する

ための費用に充てることをいい、団体が対価を受け取って活動してはなら

ないということではない。 

 

 （３）調査対象団体数 

調査団体数 回答数 回答率 

89 44 49.4％ 

 

（４）調査期間 

  令和６年８月２日～令和６年８月３０日 
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２ 調査結果 

（１）回答数 

  本調査における回答団体数は、44団体であった。 

 

 

 

（２）団体の種別 

  

  団体の種別については、「法人格を有していない団体」が 38.6％と最も多く、続いて「認

定特定非営利活動法人・特定非営利活動法人」が 27.3％となっている。 

貴団体の種別を教えてください。 

 １．社会福祉法人 

 ２．認定特定非営利活動法人・特定非営利活動法人 

 ３．公益社団法人・一般社団法人 

 ４．法人格を有していない団体 

 ５．その他 

（団体数） 



5 

 

カテゴリー 社会福祉

法人 

認定特定非営利活

動法人・特定非営

利活動法人 

公益社団法人・

一般社団法人 

法人格を有して

いない団体 

その他 未回答 

件数 ５ 12 ５ 17 ２ ３ 

 

 

（３）ケアラー支援の活動に関わっている方 

 

  団体においてケアラー支援の活動に関わっている方については、「主にケアラー当事者

または当事者だった方」が 47.7％と最も多かった。“その他”の内容としては、「ボランテ

ィア」や「当事者である方と当事者ではない方のどちらも関わっている」というものがあっ

た。 

 

(ｎ＝44） （ｎ＝44） 

貴団体が行っている活動のうち、ケアラー支援に関する活動には、どのような方が関わ

っているか教えてください。 

 １．主にケアラー当事者または当事者だった方 

 ２．主にケアラー当事者ではない方 

 ３．その他 
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（４）活動の対象地域 

 活動対象としている地域については、「県内全域」が最も多く、次いで「長崎市」、「諫早

市」となっている。 

カテゴリー 主にケアラー当事者また

は当事者だった方 
 

主にケアラー当事者では

ない方 
 

その他 未回答 

件数 21 ８ ６ ９ 

貴団体が行っている活動のうち、ケアラー支援に関する活動を行っている地域を教え

てください。特定の地域で活動している場合は、地区名や町名等を記載してください。 

（複数選択可） 

（ｎ＝44） 
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           ※ 複数の地域で活動されている団体があるため回答数とは一致しない。 

 

 

（５）－１ 支援しているケアラーの属性 

 

 支援しているケアラーについては、「主に障害のある方のお世話を現在している方、以前

していた方」が 29.5％と最も多く、次いで「主に高齢の方のお世話を現在している方、

以前していた方が 27.3％となっている。“その他”においては、ケアラーを含め全般的に

支援を実施している内容であった。 

貴団体が支援しているケアラーの方を教えてください。 

 １．主に障害がある方のお世話を現在している方、以前していた方 

 ２．主に高齢の方のお世話を現在している方、以前していた方 

 ３．主に病気 療養されている方のお世話を現在している方、以前していた方 

 ４．主にギャンブルや薬物依存など依存症の方のお世話を現在している方、以前して

いた方 

 ５．１～４全般 

 ６．その他 

（団体数） 
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  カテゴリー 件数 

主に障害がある方のお世話を現在している方、以前していた方 13 

主に高齢の方のお世話を現在している方、以前していた方 12 

主に病気療養されている方のお世話を現在している方、以前していた方 ４ 

主にギャンブルや薬物依存など依存症の方のお世話を現在している方、

以前していた方 
０ 

１～４全般 ５ 

その他 ５ 

未回答 ５ 

 

 

（５）－２ ヤングケアラーへの支援の有無 

 

 ヤングケアラーへの支援については、“支援していない”が 84.1％であり、“支援をして

いる”は 11.4％だった。 

 

 

貴団体がヤングケアラーへの支援を行っているか教えてください。 

 １．ヤングケアラーの支援をしている 

 ２．ヤングケアラーの支援はしていない 

(ｎ＝44） 
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カテゴリー 件数 

ヤングケアラーの支援をしている ５ 

ヤングケアラーの支援はしていない 37 

未回答 ２ 

 

（６）－１活動支援の内容 

 

 活動内容について、「ケアラー同士で語り合う場の開設」が 54.5％、「ケアラーが抱える

「ケアラー」に対する支援（ケアラーも含めて支援している場合も含む）について、該

当するものに「〇」を記載してください。該当するものがない場合は、その他に記載し

てください。ただし、貴団体で行っている活動において、以下の（１）及び（２）に該

当するものは除きます。（複数選択可） 

 （１）行政機関からの委託事業 

 （２）法律上に規定されている事業 

    例：社会福祉法に規定されている「社会福祉事業」 

      生活困窮者自立支援法に規定される「生活困窮者自立相談支援事業」 

      介護保険法に規定される「介護保険サービス」 

      障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定さ

れる「障害福祉サービス」 

(ｎ＝44） （ｎ＝44） 
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問題について、行政や各種相談機関へのつなぎ」が 36.4％であった。また、「その他」

は、居場所や宿泊施設の提供や普及啓発活動などであった。 

 

 

カテゴリー 件数 

ケアラーに対する来所・電話・メール。SNSなどによる相談 10 

ケアラーに対する相談会の開催 11 

ケアラーに対するカウンセリング等の実施 ９ 

ケアラーが抱える問題について、行政や各種支援機関へのつなぎ 16 

家事（掃除、洗濯、調理、買い物、ゴミ出しなど）の代行 ４ 

通院・通学・通園・通所や買い物の付き添いの代理 ５ 

各種手続き（介護サービスや障害福祉サービス等の手続、役所への書類

提出）の代行 
３ 

各種支払いの代行（公共料金や税金等の支払いの代行） ０ 

お世話をしている相手の一時預かり（ケアラーの不在時、お世話をして

いる相手を短時間預かったり、家に支援者が行き一緒に過ごしたりする

など） 

１ 

ケアラー同士で語り合う場の開設 24 

ケアラー同士による悩み相談の場の開設 11 

ケアラー支援団体同士の情報交換の場の開催 ７ 

ケアラー支援団体の立ち上げ支援や運営に関する助言 １ 

(ｎ＝44） 
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その他 ４ 

 

 

（６）－２活動支援の内容（自由記述） 

   ○相談の場の設置 

    ・ 対面、電話、SNSによる相談窓口開設 

    ・ 定例会で来られた方からの相談に対する随時の対応 

    ・ カウンセリングの実施 

 

   ○抱える問題について、行政機関や各種支援機関へのつなぎ 

    ・ 介護、障害サービスの利用に係る援助 

    ・ 関係機関や専門職へのつなぎ 

 

   ○語り合う場の開設 

    ・ ケアラー同士が集まる場（例会、つどいなど）を定期的に開催 

 

   ○関係機関との連携 

    ・ 関係機関から紹介があったケースへの支援 

    ・ 行政が主催する会議への参加 

 

   ○普及啓発・学びの機会 

    ・ 勉強会の開催 

    ・ 研修の講師としての従事 

    ・ 地方講演会や当事者とのトーク、映画上映などの啓発活動 

                          ※主なもののみ、編集して記載 

 

 

（７）ケアラー支援に関する活動を始めたきっかけ 

 

   ○相談や支援を通して 

    ・ ケアラーの悩みや困りごとの相談を受ける機会が多くなった 

    ・ 相談に訪れる方の中にケアラーがいる 

    ・ 認知症や障害のある方の支援を通じて出会った 

    ・ 誰かが支援をしないといけない状況だった 

貴団体の行っている活動のうち、ケアラー支援に関する活動を始めたきっかけを教え

てください。（自由記載） 
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   ○語り合う場の機会の設置 

    ・ ケアラー同士で交流できる場がなく、困っている人が必ずいるはずと思ったか

ら 

    ・ 同じ障害を抱える家族が一人で悩まないように 

    ・ 同じ思いをする人と繋がりを持ちたいと思ったから 

   ○行政からの働きかけ 

    ・ 市から支援をしないかとの打診があった 

   ○家族の発症 

    ・ 家族が認知症、障害、ひきこもりなどになったことがきっかけ 

   ○その他 

    ・ テレビ番組で紹介された活動をみてボランティア活動として始めた 

                          ※主なもののみ、編集して記載 

 

 

（８）ケアラー支援に関する活動が周囲にもたらした変化 

 

   ○周囲への啓発 

   ・ 認知症や障害に対する周囲の理解に繋がった 

   ・ 配偶者や親子間の介護、ケアラーの性別、病名にまつわる活動ではなく、ケア

ラーのアイデンティティにまつわる課題にも気づいてもらえた 

 

  ○支援の中で感じること・考えたこと 

 ・ ケアラーの数や困り事が増えていると感じた 

   ・ どんなサポートができるのか分からず、今も良い支援の道筋が見えない 

   ・ 周囲が「気づき」を持っていても、「つなぐ」という段階に躊躇している 

   ・ 認知症や障害に対する正しい知識の普及啓発 

   ・ 様々なケアラーがいることを知ってもらえた 

 

  ○情報交換の場の設置 

   ・ SNSを活用したコミュニティの設立 

 

  ○関係機関との連携 

   ・ 行政や福祉関係者と一緒に問題を共有することができた 

   ・ 行政や社会福祉協議会など他機関との連携ができるようになってきた 

                          ※主なもののみ、編集して記載 

貴団体の行っている活動のうち、ケアラー支援に関する活動を始めたきっかけを教え

てください。（自由記載） 
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（９）運営や支援にあたっての課題 

 

 団体の運営や支援にあたっての課題については、「一緒に活動する人、同じように支援

をしたいと思う人が少ないなど活動するための人員が不足している」が 40.9％、「団体の

活動を継続したいが、後継者がいないなど団体の中心となる人が少ない」が 34.1％とな

っている。 

 

 

カテゴリー 件数 

団体の管理運営面で、知識・技術などが不足していることがある 12 

一緒に活動する人、同じように支援をしたいと思う人が少ないなど活動するための人員が不足し

ている 

18 

団体の活動を継続したいが、後継者がいないなど団体の中心となる人が少ない 15 

情報発信ができていない、やり方が分からない ５ 

行政機関に相談やサービスの創設の方法などを聞きたいが、窓口が分からない １ 

課題などについて意見交換できる団体同士のネットワークがない ６ 

活動費などの経済的な面への不安がある 13 

団体を解散したいと思うが、方法が分からない ０ 

団体の運営や支援の実施にあたり、課題と感じていることを教えてください。 

（複数選択可） 

（ｎ＝44） 
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周囲から存続を希望されており、活動を終了したいが、やめられない １ 

その他 ４ 

 

 

（１０）行政に期待すること 

 

 行政の取組に期待することについては、「県民向けのケアラー支援に関する広報」が

47.7％と最も高く、次いで「県民向け等の情報発信に関する支援」と「地域の支援機関の人

材育成」が 34.1％となっている。 

 

 

カテゴリー 件数 

県民向けのケアラー支援に関する広報 21 

県民向けのケアラー支援に関する出前講座の開催 13 

仕事とお世話の両立支援に向けて、会社・事業所に対する啓発 ９ 

民間支援団体の活動を、行政や地域包括支援センターや相談支援事業所等に紹介 12 

「長崎県ケアラー支援条例」においては、県や支援に携わる関係機関、教育機関、事業

所等のそれぞれの役割を明記しております。今後、行政の取組に期待していることを

教えてください。（複数選択可） 

（ｎ＝44） 
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（１１）支援に携わる関係機関、教育機関、事業所等に期待すること 

 

   ○普及啓発について 

    ・ 若い世代に認知症や障害、ケアラー・ヤングケアラーなどに関する知識に関す

る周知 

    ・ 様々な課題を抱えた方や世帯への支援に関する学びの場の提供 

 

   ○活動について 

    ・ 団体の活動に関わり続けて欲しい 

    ・ 行政や関係機関、民間支援団体ができることは異なるので、多様な支援ができ

て欲しい 

 

   ○連携について 

    ・ ケアラーが孤立しないような見守りの仕組みづくり 

    ・ ヤングケアラー支援には、学校との連携は重要である 

 

   ○その他 

    ・ 支援体制の構築 

                          ※主なもののみ、編集して記載 

 

 

（１２）追加調査 

 

 

県民向け等の情報発信に関する支援 15 

民間支援団体同士の情報交換の場の設置 10 

地域の支援機関（地域包括支援センターやきゃたく介護支援事業所、相談支援事業所、

行政、スクールソーシャルワーカーなど）の人材育成 

15 

その他 ５ 

県では、民間支援団体が行っている活動や情報発信の方法、団体の運営や活動において

生じている課題や困りごとなどについて更なる実態把握のため、追加調査に協力可能と

回答いただいた１７団体を対象に聞き取り調査を行った。 

支援に携わる関係機関、教育機関、事業所等に期待することを教えてください。 

（自由記述） 
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   ○活動内容 

    ・ 定期的にケアラー同士が集まる場を開催（頻度：月１回～数か月に１回）。参

加人数の定員を決めている団体もある 

    ・ ケアラー同士が集まる場においては、同じ立場で対等に話をすることで気持ち

が楽になるということが大きい。また、内容がケアの話だけでなく、ケアが終わ

った後の話にも広がってきている 

    ・ 居場所、当事者の会、子ども食堂などを様々な活動を実施 

    ・ オンライン、ハイブリット、オープンチャットなどを利用し、参加しやすいよ

う様々な形で開催している 

 

  ○団体や活動に関する情報発信 

   ・ 市町の広報誌への掲載、団体のホームページ、各種 SNS（Line、Instagram、Facebook、

Xなど）を活用している団体が多い 

   ・ SNSを活用している団体においては、世代により主に使っているSNSが違うため、

複数の SNSを利用している 

   ・ 新聞等からの取材などで取り上げられる場合や、行政窓口へのリーフレット配置

掲示している 

   ・ 行政や支援機関が活動内容を把握している団体においては、行政等から紹介され

て参加されるケアラーも多い 

  

  ○民間支援団体やその活動内容について紹介する際に、入れて欲しい内容 

   ・ 「ケアラーには、誰でもなりうる」ということを伝えて欲しい 

   ・ ピアサポートもお互い癒されて、本人のためにもなる 

   ・ 困った際は SOSを出して欲しいこと、相談窓口があることを知ってもらいたい。 

   ・ 活動してもらえる方を増やすためにも、活動を知ってもらうことが必要 

   

  ○団体の運営や活動における生じている課題や困りごと 

   ・ 後継者がおらず、活動されている方の高齢化が進んでいる 

   ・ 思いがある人がいなくなると終わってしまうため、頑張りすぎないようにしてい

る 

   ・ 行政が伴走していたこともあり、主体的に動く意識が低く、認識の変化が必要 

   ・ 財政面の厳しさ 

   ・ 支援を行いたいと考えているが、家族や家庭に踏み込んでいくことは難しい 

   

  ○ 支援機関に対する人材育成において、期待すること 

   ・ 民間支援団体の活動を知ってもらうこと 

   ・ 行政も守備範囲が広いから、スペシャリストを置いて欲しい 
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３ （参考）調査票 
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